
　東福原二丁目地区地区計画

　東福原二丁目の一部

　約２．１ｈａ

　本地区は、以前市街化区域であったが、現在市街化調整区域で用途地域を定めてい
る区域内に位置し、地区周辺は住宅地と農地で形成されている。地区計画を定めるこ
とにより、米子市都市計画マスタープランに沿った、市街化調整区域におけるコミュ
ニティの維持を図ると共に、居住環境の悪化を防止し、周辺環境と調和した良好な居
住環境を創出することを目標とする。

　既存の住宅地と調和のとれた良好な居住環境の住宅地として土地利用を図る。

　地区内に区画道路を設けるとともに、公園、ごみ集積所、上下水道を整備し、道水
路等の付替えを行うことにより、良好な居住環境の保全維持を図る。

　良好な住環境を創出するため、建築物の壁面の位置等の制限により、優れた居住空
間を確保し、周辺の景観と調和した街並みの形成を図る。

道路
　幅員：８ｍ（補助幹線道路）、６ｍ（区画道路）、２ｍ（フットパス）
　延長：約７９８ｍ

公園 　面積：約７３２㎡

　第二種中高層住居専用地域で定める範囲内とする。
　ただし、次に掲げる建築物は建築してはならない。
(1)自動車車庫（付属車庫を除く。）
(2)建築基準法施行令第１３０条の９の表に定める数量以下の危険物の貯蔵又は処理に
供する建築物

２００％

６０％

　建築物の外壁又はこれに代わる柱の面（以下「外壁等」という。）から道路境界線
（角地における隅切り部分を除く。以下同じ。）までの距離は1.5ｍ、隣地境界線まで
の距離は、１ｍ以上でなければならない。
　ただし、次の各号の一に掲げる要件に該当するものについては、その外壁等から道
路境界線までの距離は、１ｍ以上とすることができる。
(1)最高の高さが３ｍ以下の車庫その他これらに類する用途に供する建築物
(2)床面積の合計が１０㎡以内の物置その他これらに類する用途に供する建築物

　２０ｍ以下とする。

　屋根外壁等の色彩は、周辺の景観環境と調和した落ち着いた色合いのものとする。

   道路境界側の構造は次の各号の一に掲げるものとする。
(1)生垣
(2)最高の高さが２ｍ未満の垣又は柵等。ただし、門は、この限りでない。

[区域は計画図表示のとおり。]

（変更理由）

　米子境港都市計画地区計画に「東福原二丁目地区地区計画」を次のように追加し、変更する。
名 称

位 置

面 積

地区計画の目標

土地利用の方針

地区施設の整備の方針

建築物等の整備の方針

建築物等の用途の制限

容積率の最高限度

建蔽率の最高限度

壁面の位置の制限

建築物等の高さの最高限
度

建築物等の形態又は意匠
の制限

垣又は柵等の構造の
制限

　本地区は、以前市街化区域であったが、現在市街化調整区域で用途地域を定めている区域内に位置し、地区周辺は住宅
地があり、良好な居住環境が形成されている。
　また、本地区は農地であるが、一部の農地は排水機能が不足し湿田・休耕農地となっている部分もあり営農に苦慮して
いる。さらに地区内の地権者の多くは後継者がなく、近年のうちに耕作放棄地となる可能性がある。そのため、地権者か
らは宅地造成し良好な住宅建築の促進、市街化形成促進を望む声がある。
　本地区計画を定めることにより、米子市都市計画マスタープランに沿った、市街化調整区域におけるコミュニティの維
持を図ると共に、居住環境の悪化を防止し、周辺環境と調和した良好な居住環境を創出するものとする。

計　画　書

米子境港都市計画地区計画の変更（米子市決定）

区
域
の
整
備
・
開
発
及
び
保
全
の
方
針

地区施設の配置
及び規模

地
区
整
備
計
画

建
築
物
等
に
関
す
る
事
項

資料１－３

taiki20551
長方形


